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令和８・９年度 入札参加資格審査申請受付要綱 

（「建設工事」「測量・建設コンサルタント等」「物品供給・役務提供」） 

 

 

大阪府和泉市総務部契約検査室 

 

令和８・９年度に和泉市及び和泉市上下水道部が発注する建設工事の請負、測量・

建設コンサルタント等の委託、物品供給・役務提供他に係る入札参加を希望される場

合は、本要綱及び別紙「入札参加資格審査申請の受付について(お知らせ)」を確認の

上、申請してください。「建設工事」「測量・建設コンサルタント等」「物品供給・役

務提供」ごとに書類をそれぞれ提出してください。 

 

 

１．申請の時期・提出方法等 

(1) 市内業者（本市に本店のある業者）及び 

   準市内業者（本市に支店又は営業所のある業者） 

申請日時 令和８年１月２６日（月）から令和８年２月１０日（火）まで 

申請方法 郵送受付のみ。 （当日消印有効） 

（＊窓口での受付は行いません。） 

提出方法 

・提出書類は、郵送前に内容を確認し、フラットファイル（青色）に綴ってく

ださい。 

・フラットファイルの背表紙に、商号・名称を記載してください。 

・封筒の表面に、『「建設工事」、「測量・建設コンサルタント等」または「物

品供給・役務提供」の入札参加資格審査申請書類在中』と朱書きしてく

ださい。 

・「一般書留」、「簡易書留」または「レターパックプラス（赤色）」により郵送

してください。 

・複数業種を申請する場合は、１つの封筒にまとめて郵送してください。 

・複数業種を申請する場合であっても、返信用封筒（「長３型」のもの、１１

０円切手を貼付、申請者の郵便番号・住所・商号・名称を記載）は申請

業種ごとに用意してください。 

（例：「建設工事」と「測量・建設コンサルタント等」の２業種を申請する場

合、返信用封筒は２通必要です。） 

 

送付先 
〒594-8501  和泉市府中町二丁目７番５号 

和泉市役所契約検査室 入札参加資格審査申請係 
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(2) 市外業者 

申請日時 令和８年１月８日（木）から令和８年１月２３日（金）まで 

申請方法 
郵送受付のみ。 （当日消印有効） 

（＊窓口での受付は行いません。ご注意ください。） 

提出方法 

・提出書類は、郵送前に内容を確認し、フラットファイル（黄色）に綴ってく

ださい。 

・フラットファイルの背表紙に、商号・名称を記載してください。 

・封筒の表面に、『「建設工事」、「測量・建設コンサルタント等」または「物

品供給・役務提供」の入札参加資格審査申請書類在中』と朱書きしてく

ださい。 

・「一般書留」、「簡易書留」または「レターパックプラス（赤色）」により郵送

してください。 

・複数業種を申請する場合は、１つの封筒にまとめて郵送してください。 

・複数業種を申請する場合であっても、返信用封筒（「長３型」のもの、１１

０円切手を貼付、申請者の郵便番号・住所・商号・名称を記載）は申請

業種ごとに用意してください。 

（例：「建設工事」と「測量・建設コンサルタント等」の２業種を申請する場

合、返信用封筒は２通必要です。） 

 

送付先 
〒594-8501  和泉市府中町二丁目７番５号 

和泉市役所契約検査室 入札参加資格審査申請係 

 

２．資格要件  

次の各号の要件を満たしていること。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4の規定に該当しない

者。 

(2) 国税及び地方税を滞納していない者。 

市内・準市内業者については、本市の市税を滞納していないこと。 

（※申請日時点において、本市の市税の納税義務を直近２年分以上果たしてい

ること。） 

(3) 申請日時点において２年以上その事業を営んでいる者で、法令上必要とする免

許・許可・認可・届出等を受けている者。 

(4) 建設工事については、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3条の規定に基づ

く許可を受けている者。また、建設業法第 27 条の 23 第 1 項の規定に基づく経

営事項審査を受けており、かつ、同法第 27 条の 29 第 1 項の規定に基づく総合

評定値(Ｐ点) （以下「総合評定値(Ｐ点)」という。） の通知を受けている者。 

市外業者で希望業種が「土木一式」「建築一式」の場合、希望業種の総合評定値

（Ｐ点）が 1,000 点以上であること。 
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(5) 建設工事については、以下に定める届出の義務を履行している建設業者である

こと。（ただし、当該届出の義務がない者を除く。） 

・健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務 

・厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務 

・雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7条の規定による届出の義務 

（6）建設工事については、電子入札に参加するためのパソコンやインターネット環

境及び「電子証明書（IC カード）」を所有していること（令和 8・9年度から

は、市内・準市内業者だけでなく、市外業者についても必要です）。 

※IC カードについて 

     電子署名及び認証業務に関する法律（平成 12 年法律第 102 号）に基づき、主

務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子入札用ICカード

をいう。電子的な証明書を格納しており、なりすましや改ざんを防止するた

めに使用される。 

※制限付き一般競争入札において、令和８年６月から電子入札を実施するため、

市外業者を対象に令和８年３月頃にテスト入札を予定しており、システムへの

事前登録が必要なため、申請日時点で IC カードを所有していることを要件と

しています。申請日時点で調達が困難な場合はお問い合わせください。 

(7) 測量･建設コンサルタント等については、法令上必要とする登録を受けている者。 

   契約検査室が発注する業務委託（工事関連の設計業務、監理業務、施工管理業

務等）の入札参加を希望する者は、電子入札に参加するためのパソコンやイン

ターネット環境及び「電子証明書（IC カード）」を所有していること。 

 

３．有効期間について 

令和８年６月１日から令和１０年５月３１日までの２年間 

（ただし、指名通知日（公募型指名競争入札の場合は公表日、制限付一般競争入札

の場合は公告日）が令和８年５月３１日までの案件については、令和６・７年度

の有資格業者で行います。） 
 

４． 建設工事（市内・準市内業者）について 

(1)市に登録しようとする技術者については、技術者確認資料として、雇用関係書類

及び取得資格関係書類の提出が必要です。（詳細については、別紙「技術者登録

における技術者確認資料について」を参照してください。） 

(2)営業所専任技術者については、その証明として、営業所技術者等証明書又は営業

所技術者等一覧表の提出が必要です。 

 

５．物品供給・役務提供他 について 

(1)業者カード裏面の営業種目、営業実績等については、業者選定の際に確認する内

容となるため、できる限り詳細に記入してください。 

(2) 大分類を２つ登録する場合（市内・準市内業者に限る）は、業者カードを２枚

提出してください。 
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６． その他 

（１）代表者が同一である場合、同一業種で重複登録はできません。 

（例）法人 A 代表者 X、法人 B 代表者 X⇒建設工事で両者登録は不可 

   法人 A 代表者 X⇒建設工事、法人 B 代表者 X⇒測量・建設コンサルタントは可 

（2） 委任された支店等と本店・本社、または他の支店等との重複登録はできません。 

また、委任された支店等の代表者と本店・本社、または同業種他会社等の代表者との

重複（兼任）もできません。 

（3）和泉市に登録申請する「支払口座」は、複数の業種を申請する場合であっても、

原則として１者１口座です。 

 

７． 注意事項 

（1）提出書類は、Ａ４に統一し、フラットファイルに綴じてください。 

（2）提出書類、和泉市及び和泉市上下水道部との契約に関する情報は、法令等に基

づいて公開することがあります。 

（3）申請後、申請内容及び誓約内容に虚偽の記載が確認された場合や本要綱の規定

に違反した場合には、登録取消等、厳格な措置を行う場合があります。 

（4）書類の不足・不備がある場合は受付できませんので、必要事項・添付書類をよ

く確認した後に提出してください。また、不足・不備があった際は、速やかに

対応してください。 

（5）書類の再提出の際は、その都度返信用封筒（「長３型」のもの、１１０円切手を貼付、

申請者の郵便番号・所在地・商号・名称を記載）を用意し、郵送してください。 

（6）一旦提出いただいた書類は返却いたしませんので、控えをお取りいただいた上

で提出してください。 

（7）登録内容に変更が生じた際は、速やかに変更届（本市様式 ホームページ参照）

を提出してください。 

（8) 和泉市建設工事に係る市内業者・準市内業者の認定基準第４条及び和泉市物品

供給、役務提供他及び測量・建設コンサルタント等に係る市内業者・準市内業

者の認定基準第４条に基づき、契約検査室職員が実態調査を行う場合がありま

す。 


